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別紙１－２ 

 

防災訓練の結果の概要（個別訓練①） 

 

１．訓練の目的 

「再処理事業所 再処理事業部 原子力事業者防災業務計画」（以下、「防災業務計画」

という。）に基づき実施するものである。 

本訓練は、大規模地震発生に伴い再処理施設、廃棄物管理施設が同時に被災した条件のも

と、各施設で緊急事態が発生したことを想定し、再処理事業部対策本部の要員等の知識・技

術の習得、向上を図ることを目的に、再処理事業部の個別訓練（その他必要と認める訓練）

として行う。 

 

本訓練では、前回の原子力防災訓練（２０１７年２月８日）で確認された反省事項のうち、

法定通報連絡の迅速化について、２０１７年１０月３０日の防災業務計画の改正に伴い導入

された新たな基準（緊急時活動レベル（以下、「ＥＡＬ」という。））に基づいた改善状況

を確認すること、さらに重大事故対応の訓練を実施可能な範囲で順次実施していく事業者の

方針から、主な確認事項、その他確認事項として以下を設定し、訓練を実施した。 

 

（主な確認事項） 

・ 法定通報連絡の迅速化（原災法第１０条、１５条等） 

 （その他確認事項） 

・ 重大事故対応（蒸発乾固、水素爆発）の習得 

 

２．実施日時および対象施設 

（１）実施日時  

２０１７年１０月３０日（月）１３：００～１５：５０（反省会を含む。） 

＜気象条件＞天候：雨 気温：６.０℃ 風速９.８ｍ／ｓ 

 

（２）対象施設 

再処理施設構内、再処理事務所西棟（緊急時対策所） 

 

３．実施体制、評価体制および参加人数 

（１）実施体制 
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（２）評価体制 

本訓練では、社内評価者を配置して訓練内容を評価する体制とし、訓練終了後に反省会

で評価結果の説明を行った。また、訓練終了後、訓練参加者に対し自己評価、気付き事項

の集約を行い、課題の抽出を行った。 

 

（３）参加人数 

訓練参加者：１２１名（訓練コントローラー１１名を含む。） 

評 価 者：  ４名 

 

４．防災訓練のために想定した原子力災害の概要 

青森県沖を震源とする大地震により、制御建屋中央制御室において全交流電源が喪失した

ことで蒸発乾固が発生し、原子力災害対策特別措置法（以下、「原災法」という。）第１５

条事象に至る事象を想定した。 

 

（１）施設運転状況設定 

  ・再処理施設  ：使用済燃料処理運転停止中 

  ・廃棄物管理施設：ガラス固化体の貯蔵管理状態の監視中 

 

（２）地震発生の対応 

青森県沖を震源とする大地震が平日昼間に発生し、制御建屋中央制御室においても震度７

（８００ｇａｌ）を観測するとともに、外部電源が喪失（全ての交流母線からの電気の供給

が停止）した。同時に地震を起因として、制御建屋の中央制御室は安全系監視制御盤を含め

た工程監視機能および放射線監視機能を全て喪失した。（構内のＰＨＳ回線、ＦＡＸ回線は、

個別の無停電電源装置により一時的に機能維持。） 

このとき、再処理施設の主要な建屋では運転は停止していたが、外部電源に代わり交流動

力電力を供給する第１非常用ディーゼル発電機、第２非常用ディーゼル発電機および運転予

備用ディーゼル発電機が自動起動せず、再処理施設は全交流電源喪失状態となった。これに

より、安全上重要な施設のうち、排気機能、崩壊熱等の除去機能、水素掃気機能等の非常用

電源設備によって担保される動的機能が喪失した。 

また、廃棄物管理施設では、外部電源に代わり交流動力電力を供給する予備電源用ディー

ゼル発電機が自動起動せず、廃棄物管理施設は全交流電源喪失状態となった。 

 

（３）原災法第１０条事象、原災法第１５条事象の対応 

統括当直長は、安全系監視制御盤の機能喪失を受け、重大事故の対策を実施する体制（以

下、「実施組織」という。）への移行を判断し、重大事故対策の初動対応活動を開始した。 

緊急時対策所に参集した事業部対策本部長（原子力防災管理者）は、震度６弱以上の地震

が発生したこと（ＡＬその他の脅威）および全ての交流母線からの電気の供給が停止し、か

つ、その状態が３０分以上継続したこと（ＡＬ２５）を判断し、防災業務計画に基づく警戒

事態該当事象発生連絡を行った。また、警戒態勢を事業所に発令し、事業部対策本部を設置

した。 

 

その後、余震の発生により一部貯槽の冷却コイルが破断し、発生した部屋内の瓦礫によっ

て直接注水が行えない状態となり、貯槽の溶液温度が１２０℃に達したことを確認した事業

部対策本部長（原子力防災管理者）は、原災法第１０条（ＳＥ５４）、原災法第１５条（Ｇ

Ｅ２９）事象発生に係る通報を行い、直接注水を行うための瓦礫撤去作業を継続した。 

 

なお、訓練の想定事象については、訓練参加者に対し事前に説明を行った。また、訓練は

途中でシナリオのショートカットを行ったが、ショートカット中の施設の状態変化、対策の

失敗原因について説明資料を配布し、訓練実施前に事前説明を行った。 
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５．防災訓練の項目 

個別訓練 

  ・ その他必要と認める訓練 

 

６．防災訓練の内容 

（１）その他必要と認める訓練 

①重大事故訓練（全動力電源喪失を想定した訓練（対策編）） 

 

７．訓練結果の概要 

各訓練結果と訓練別評価結果は以下のとおり。 

（１）重大事故訓練（全動力電源喪失を想定した訓練（対策編）） 

【緊急時対策所側の対応】 

・ 地震発生後、緊急時対策所に参集した事業部対策本部長（原子力防災管理者）は、

震度６弱以上の地震の発生の報告を受け、防災業務計画に基づくＡＬ（その他の脅

威）に該当すると判断し、警戒態勢を発令するとともに、事業部対策本部を立ち上

げ、要員の参集を指示し、警戒事態該当事象発生連絡の連絡文作成を本部事務局（総

括班）に指示した。 

・ 本部事務局（総括班）は、様式によりＡＬ（その他の脅威）の連絡を作成後、事業

部対策本部内で確認し、連絡を行い、着信確認を行った。 

・ 事業部対策本部長（原子力防災管理者）は、全ての交流母線からの電気の供給が停

止し、かつ、その状態が３０分以上継続したことを判断し、ＡＬ２５（全交流電源

の喪失）を宣言し、連絡、着信確認を実施した。その後、定期的に警戒事態該当事

象発生後の経過連絡を実施した。 

・ 事業部対策本部長（原子力防災管理者）は、蒸発乾固のおそれがある貯槽温度が１

２０℃を超過したとの報告を受け、ＧＥ２９（蒸発乾固の発生）を判断し、第２次

緊急時態勢を発令するとともに、原災法第１０条および原災法第１５条事象発生に

係る通報を本部事務局（総括班）に指示した。この際、通信設備（国へのＦＡＸ）

による送信が不能（未着信を確認）となったことを受け、ＥＲＣ対応室からの内容

説明を指示した。 

・ 本部事務局（総括班）は、防災業務計画に定める所定の様式に基づき、ＡＬ、ＳＥ、

ＧＥの連絡、通報および着信確認を行った。 

＜評価＞ 

・ 警戒事態該当事象発生連絡、原災法第１０条および原災法第１５条事象発生に係る

通報については、防災業務計画に新たに定めた様式を用いて、行動規範（ガイドラ

イン）に定めた目標１５分以内（最も時間を要した通報は１２分）に実施できたこ

とから良好であった。 

・ また、警戒事態該当事象発生連絡後の経過連絡および原災法第２５条に基づく報告

については、警戒事態該当事象発生連絡、原災法第１０条および原災法第１５条事

象発生に係る通報を妨げることなく、事象進展に応じ、継続して実施できていたこ

とから、良好であった。 

・ 通信設備（国へのＦＡＸ）による送信が不能（未着信を確認）となり、ＥＲＣ対応

室から内容説明を速やかに指示できたため、良好であった。 

・ 事業部対策本部内における、警戒態勢等の発令時刻や発災状況の共有について、口

頭のみの報告であったため、わかり難かったことから事業部対策本部内での共有方

法について検討する必要がある。 

 [１０．Ｎｏ．１] 

・ 通報連絡時も含め、本部長からの指示事項に対して、対応者が復唱、再確認を一部

実施していなかったことから、復唱、再確認を徹底する必要がある。 

[１０．Ｎｏ．２] 
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・ 事業部対策本部のホワイトボードの記載について、聞き漏らしにより、一部記載が

できなかったことから、聞き漏らし等を防止するため、ホワイトボードに記載すべ

き内容、施設ごと（再処理施設と廃棄物管理施設）の書き分け、不明瞭部分の事後

確認方法、メモによる記録補助等、ホワイトボード記録の運用方法を検討、明確化

する必要がある。 

[１０．Ｎｏ．３] 

・ 発生事象ごとのＥＡＬに基づく通報、報告等の記載について、誤記（判断時間の誤

り）があったことから、通報、報告等の作成方法（内容の程度）と最終確認（誤記

防止）を確実に行うための対応ガイドについて検討する必要がある。 

[１０．Ｎｏ．４] 

 

【当直員側の対応】 

・ 地震発生後、統括当直長は各ブロック当直長に状況報告を口頭指示し、安全系監視

制御盤の機能喪失を確認したことから、統括当直長の指示により当直員は実施組織

へ移行し、初動対応実施のための班編成を実施した。 

・ 班編成実施後、当初計画のとおり、訓練を一時中断（ショートカット）し、精製建

屋の蒸発乾固の発生防止対策（建屋内のホース展張作業）および水素爆発の発生防

止対策（可搬型空気圧縮機の起動作業）の開始準備が完了した時点から訓練を再開

した。 

・ 精製建屋の蒸発乾固の対策班は、精製建屋の管理区域内の所定ルートに屋内ホース

の展張作業を実施した。 

・ また、精製建屋の水素爆発の対策班は、精製建屋のアクセスルート入口付近に設置

されている可搬型空気圧縮機の起動操作を行った。 

＜評価＞ 

・ 統括当直長は、各ブロック当直長から中央制御室の監視機能喪失の報告を受け、速

やかに実施組織への体制移行ができたことを確認し、当直員を参集、状況説明後、

初動対応および対策のための班編成ができたため良好であった。 

・ 精製建屋の水素爆発の対策班は、可搬型空気圧縮機の起動操作について、手順書ど

おり現場作業を実施し、要員２名で目標２０分以内（約１６分）に実施できたため、

良好であった。 

・ 精製建屋の蒸発乾固の対策班は、屋内ホースの展張作業について、手順書どおり現

場作業を実施し、要員４名で目標５０分以内（約３０分）に実施できたため、良好

であった。 

・ 精製建屋の蒸発乾固の対策班が敷設した屋内ホースについて、ねじれ部分が多数あ

り、階段曲がり部での曲率の確保も不十分であった。 

[１０．Ｎｏ．５] 

・ 精製建屋の蒸発乾固の対策班が作業中に地下２階から地上１階まで２回資機材を取

りに行ったため、重装備の作業者の負担が多かった。 

[１０．Ｎｏ．６] 

・ ホワイトボードの位置が、実施責任者・建屋責任者から遠く、中央制御室の各ホワ

イトボードの内容が確認し難かった。 

[１０．Ｎｏ．７] 
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８．前回訓練時の要改善事項への取り組み 

前回の総合訓練（２０１７年２月８日）において抽出した反省事項のうち、以下の項目に

ついて取り組みを行い、対策の有効性について評価を行った。 

 

No. 
前回（２０１７年２月８日）の原子力防災

訓練で抽出した主な反省事項 
取り組み状況 

１ ①通報の迅速化に関すること 

・再処理施設における原災法第１５条に基

づく報告については、記載事項が多く、

発信内容の確認中に現場報告の確認を

実施したことから、報告判断から発信ま

でに１８分程度を要したため、速やかな

報告完了を行えるよう発信前の確認の

事業部対策本部内の優先順位の明確化、

詳細情報の後報等、運用ルールを検討す

る。 

（２０１７年２月８日総合訓練 １１.１

（２）社外への情報発信に関すること。） 

【問題点】 

・原災法第１５条事象に係る通報について、事業部

対策本部長（原子力防災管理者）の事象発生の判

断から発信までに１８分程度を要し、速やかな報

告ができなかった。 

【原因】 

・様式の記載事項が多いこと。 

・通報文の発信前確認、現場報告等、事業部対策本

部内で報告される事項の優先順位の明確化、運用

ルールが検討できていなかった。 

【対策】 

・防災業務計画の改正にあたり、様式を見直し、Ｅ

ＡＬ項目のチェック項目化等、通報文作成者の負

担軽減を考慮した。 

・訓練に先立ち、防災業務計画の改正に伴い新たに

取り込まれたＥＡＬの説明会を実施し、ＡＬ、Ｓ

Ｅ、ＧＥの各項目の内容について説明するととも

に、事業部対策本部員の行動規範（ガイドライン）

を改定し、①ＥＡＬに基づく国への通報は判断後

１５分以内の報告が求められる重要事項である

こと、②これらの法定通報連絡に係る重要な時間

は、優先的に本部内で周知を図ることを説明し、

行動規範（ガイドライン）の再配布を行った。 

・本部事務局（総括班）内での業務分担を調整、再

検討し、法定通報連絡のタイムキーパ役を新たに

設定し、時間管理を行った。 

【対策の評価】 

・警戒事態該当事象発生連絡、原災法第１０条およ

び原災法第１５条事象発生に係る通報について

は、新しい様式を使用し、行動規範（ガイドライ

ン）に定める、目標１５分以内（最も時間を要し

た通報は１２分）に発信することができた。 

・法定通報の予定時刻について、本部事務局（総括

班）で役割分担した担当者から口頭報告させるこ

とにより事業部対策本部内で周知できた。 

・なお、本訓練については、２月２７日に実施する

総合訓練においても、対応できることを確認す

る。（継続） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 －６－ 

No. 
前回（２０１７年２月８日）の原子力防災

訓練で抽出した主な反省事項 
取り組み状況 

２ ②状況の再認識に関すること 

・訓練の中断、再開（ショートカット）の

際の状況説明について分かりにくい面

があったため、適切な中断タイミングを

検討するとともに状況付与、説明資料に

ついても訓練参加者に分かりやすい資

料を作成しインプットするよう訓練コ

ントローラーの状況付与について改善

を検討する。 

（２０１７年２月８日総合訓練 １１.１

（４）訓練シナリオ等に関すること。） 

 

【問題点】 

・訓練の再開後の状況、条件が複雑なため、プレイ

ヤーの状況把握、理解が追いつかない。 

【原因】 

・事象進展の遅い施設の特徴から、長時間経過が必

須条件であり、進展内容が複雑化する。 

・スケジュール上再開前の説明時間に限度がある。 

【対策】 

・訓練に先立ち訓練参加者を対象に、訓練のショー

トカット中の施設の状態変化、原災法第１５条事

象に至る対策の失敗原因について、説明資料を配

布し、訓練実施前に事前説明を行った。 

【対策の評価】 

・訓練の中断から１０分で再開し、この間、事前配

布した資料を再確認することで、混乱することな

く訓練再開できた。（完了） 

 

９．訓練の評価 

「１．訓練の目的」で示した主な確認事項およびその他確認事項に対する評価結果は以

下のとおり。 

今回の訓練は、大規模地震により蒸発乾固、水素爆発のおそれが発生したことを想定し

た対応訓練を計画、実施し、再処理事業部対策本部の要員等の知識・技術の習得を図るこ

とができた。また、法定通報連絡の迅速化の改善状況の確認および重大事故対応の現場作

業については、継続的な検討が必要な事項もあったが、対策の有効性を確認できたことか

ら実効性のある訓練であったと評価する。 

（１）法定通報連絡の迅速化（原災法第１０条、１５条等） 

・  法定通報連絡の迅速化に関する評価として、事業部対策本部は防災業務計画のＥ

ＡＬに基づくＡＬ、ＳＥ、ＧＥの各連絡、通報文の作成および社外発信を本部事

務局（総括班）に指示した。 

通信設備（国へのＦＡＸ）による送信が不能（未着信を確認）となったことを受

け、ＥＲＣ対応室からの内容説明を指示した。 

・ 事業部対策本部長（原子力防災管理者）による判断後、目標１５分以内（最も時

間を要した通報は１２分）に通報完了できたことから、一定の迅速化が図れたも

のと判断する。 

 

（２）重大事故対応（蒸発乾固、水素爆発）の習得 

・ 重大事故対応のうち水素爆発対策で用いる可搬型空気圧縮機の起動操作、蒸発乾

固対策に用いる屋内ホースの展張作業について、何れも目標時間内に作業完了で

きた。 

 

１０．今後の原子力災害対策に向けた改善点 

今回の訓練において、抽出した主な反省事項とその改善活動内容は以下のとおりである。 

№ 今回の訓練において抽出した主な反省事項 問題点の分析と改善活動内容 

１ 事業部対策本部内における、警戒態勢等の発

令時刻や発災状況の共有について、口頭のみ

の報告であったため、わかり難かったことか

ら事業部対策本部内での共有方法について検

討する必要がある。 

［７．（１）重大事故訓練（全動力電源喪失

を想定した訓練（対策編））【緊急時対策所

側の対応】］ 

別紙１ 防災訓練の結果の概要（総合訓練） 

８．１ №５参照 
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№ 今回の訓練において抽出した主な反省事項 問題点の分析と改善活動内容 

２ 通報連絡時も含め、本部長からの指示事項に

対して、対応者が復唱、再確認を一部実施し

ていなかったことから、復唱、再確認を徹底

する必要がある。 

［７．（１）重大事故訓練（全動力電源喪失

を想定した訓練（対策編））【緊急時対策所

側の対応】］ 

別紙１ 防災訓練の結果の概要（総合訓練） 

８．１ №３参照 

３ 事業部対策本部のホワイトボードの記載につ

いて、聞き漏らしにより、一部記載ができな

かったことから、聞き漏らし等を防止するた

め、ホワイトボードに記載すべき内容、施設

ごと（再処理施設と廃棄物管理施設）の書き

分け、不明瞭部分の事後確認方法、メモによ

る記録補助等、ホワイトボード記録の運用方

法を検討、明確化する必要がある。 

［７．（１）重大事故訓練（全動力電源喪失

を想定した訓練（対策編））【緊急時対策所

側の対応】］ 

別紙１ 防災訓練の結果の概要（総合訓練） 

８．１ №４参照 

４ 発生事象ごとのＥＡＬに基づく通報、報告等

の記載について、誤記（判断時間の誤り）が

あったことから、通報、報告等の作成方法（内

容の程度）と最終確認（誤記防止）を確実に

行うための対応ガイドについて検討する必要

がある。 

［７．（１）重大事故訓練（全動力電源喪失

を想定した訓練（対策編））【緊急時対策所

側の対応】］ 

別紙１ 防災訓練の結果の概要（総合訓練） 

８．１ №７参照 

５ 精製建屋の蒸発乾固の対策班が敷設した屋内

ホースについて、ねじれ部分が多数あり、階

段曲がり部での曲率の確保も不十分であっ

た。 

［７．（１）重大事故訓練（全動力電源喪失

を想定した訓練（対策編））【当直員側の対

応】］ 

 

【問題点】 

・屋内ホースのねじれ部分があり、階段曲がり部 

での曲率の確保も不十分であった。 

【原因】 

・注水用の屋内ホースを展張する際のねじれ修

正、階段曲がり部等の曲率の高い場所の配置上

の考慮について要員への周知、手順書の記載が

不足していた。 

【対策】 

・対応要員（当直員）に対し、ホース展張の際の

注意事項を周知するとともに、手順書への追加

記載を検討する。 

 

６ 精製建屋の蒸発乾固の対策班が作業中に地下

２階から地上１階まで２回資機材を取りに行

ったため、重装備の作業者の負担が多かった。 

［７．（１）重大事故訓練（全動力電源喪失

を想定した訓練（対策編））【当直員側の対

応】］ 

 

 

【問題点】 

・精製建屋の蒸発乾固の対策班が地下２階から地 

上１階まで２回資機材を取りに行ったため、作 

業者の負担が多かった。 

【原因】 

・精製建屋内のホース、金具等の保管場所につい 

て同一フロアの保管場所となっていない。 

【対策】 

・フロア間の移動が最小限度となる資機材の配置

場所について変更可否を再検討する。 
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７ 

 

ホワイトボードの位置が、実施責任者・建屋

責任者から遠く、中央制御室の各ホワイトボ

ードの内容が確認し難かった。 

［７．（１）重大事故訓練（全動力電源喪失

を想定した訓練（対策編））【当直員側の対

応】］ 

 

【問題点】 

・ホワイトボードの位置が、実施責任者・建屋責

任者から遠く、各ホワイトボードの内容が確認

し難かった。 

【原因】 

・蒸発乾固対策では使用するホワイトボードの数 

が多く、実施責任者等の席から時系列を記載し 

たホワイトボードが離れて配置された。 

【対策】 

・ホワイトボードを多数配置した場合に、実施責

任者等の席から時系列が視認しやすいレイア

ウトを検討する。 

 

 

以 上 


